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  東通原子力発電所周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定第１０条第１項

の規定により、放射性物質の放出状況について別紙のとおり報告します。 

 

 

 

以上 

 

  

  



別紙 

 

放射性物質の放出状況（令和８年３月分） 

 

（１）放射性気体廃棄物の放射性物質の放出量                       （単位：Bq）   

核種 

(測定の箇所) 

当該月の

放出量 

当該月までの累積放出量 年間放出

管理目標

値 
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 年度 

希ガス 

（排気筒） 
ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 1.2×1015 

Ｉ－１３１ 

（排気筒） 
ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 2.0×1010 

（注）放射性物質の放出量（Bq）は、排気中の放射性物質の濃度（Bq/㎝3）に排気量

（㎝3）を乗じて求めている。ただし、放射性物質の濃度が検出限界未満の場合は

ＮＤと表示した。 

       なお、検出限界濃度は「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定

に関する指針」の第１表「放出放射性物質の測定対象核種、測定下限濃度及び計測

頻度」の測定下限濃度以下としている。 

 

（２）放射性液体廃棄物の放射性物質の放出量                        （単位：Bq） 

核種 

(測定の箇所) 

当該月の

放出量 

当該月までの累積放出量 年間放出

管理目標

値 
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 年度 

Ｈ－３を除く

全放射能 

(ｻﾝﾌﾟﾙﾀﾝｸ) 

ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 3.7×109 

（注１）放射性物質の放出量（Bq）は、排水中の放射性物質の濃度（Bq/㎝3）に排水量

（㎝3）を乗じて求めている。ただし、放射性物質の濃度が検出限界未満の場合は

ＮＤと表示した。 

       なお、検出限界濃度は「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定

に関する指針」の第１表「放出放射性物質の測定対象核種、測定下限濃度及び計測

頻度」の測定下限濃度以下としている。 

（注２）累積放出量には四半期ごとに測定するストロンチウムを含む。 

 


